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桶川市老人福祉センター指定管理者業務仕様書 

  

 桶川市老人福祉センター（以下「センター」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

びその範囲等は、桶川市老人福祉センター設置及び管理条例（昭和５１年桶川市条例第３

５号）及び桶川市老人福祉センター管理規則（平成１７年桶川市規則第６８号）によるも

ののほか、この仕様書による。 

 

１ 施設の概要 

(1) 施設の沿革 

昭和５２年 ４月 開館 

平成 ６年 ４月 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会にセンター管理を委託 

平成 ６年 ６月 埼玉県央広域５市町村間の相互利用開始 

平成１３年１０月 休館日第２・第４日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日、１月２日及び３日並びに

１２月２９日から３１日までに変更 

平成１８年 ４月 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会を指定管理者に指定 

第 1回：平成１８年度から平成２０年度まで 

平成２１年 ４月 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会を指定管理者に指定 

第２回：平成２１年度から平成２５年度まで 

平成２６年 ３月 大規模改修・耐震補強工事完了 

平成２６年 ４月 リニューアルオープン 

         社会福祉法人桶川市社会福祉協議会を指定管理者に指定 

第３回：平成２６年度から平成３１年度まで 

平成３１年 ４月 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会を指定管理者に指定 

第４回：平成３１(令和元年)年度から令和５年度まで 

 

(2) 案内図及び平面図等 

案内図・配置図は資料１、平面図は資料２を参照 

 

２ 施設の運用及び利用状況 

(1) 施設の運営体制 

業務体制について、資料３老人福祉センター組織図等を参照 

(2) 施設の利用状況 

資料４－１老人福祉センター利用状況等、資料４－２巡回バス運行状況を参照 

 

３ 管理の基準 

(1) 法令、条例及び規則等の遵守について 

センターに関係する法令、条例及び規則を遵守し、センターの運営を適正に行い、
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施設の維持管理を適切に行うこと。 

(2) 個人情報の取扱いについて 

指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報については、個人情報の保護に関

する法律第６６条、第６７条の規定に基づき、適正に取り扱うこと。 

(3) 情報公開について 

情報公開条例第２５条第２項の規定に基づき、管理の業務に係る情報の公開を行う

こと。なお、指定管理者は、情報公開規程等を策定するものとする。 

(4) 物品等の帰属及び管理 

① 物品等の帰属 

(ｱ) 備え付けの物品等や市が購入し、委託した物品等については市に帰属する。 

(ｲ) 指定管理者が指定管理料で購入した物品等は市に帰属する。 

(ｳ) 市が貸与する物品等が経年劣化等により、本業務の実施の用に供することが出

来なくなったときは、市と協議の上、当該物品又は当該物品等と同等の機能及び

価値を有するものを購入し、又は調達するものとする。この場合の当該物品等は、

市に帰属する。 

(ｴ) 指定管理者は故意又は過失により貸与された物品等を毀損し、又は滅失したと

きは、市と協議の上、必要に応じて市に対してこれを弁償し、又は自己の費用で

当該物品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達するもの

とする。この場合の当該物品は市に帰属する。 

(ｵ) センター及び市に帰属する物品を修繕した場合、その修繕部分は市に帰属する。 

(ｶ) 指定期間中に業務の必要に応じ、指定管理者が自らの費用で購入した物品等、

又は持ち込んだ物品等については、指定管理者に帰属するものとし、市の物品等

と区別がつくように管理し、指定期間終了後は指定管理者が引き取るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、市に帰属する物品等については、桶川市財産規則（昭和３９年桶

川市規則第９号）に基づき管理することとする。 

③ 物品の処分 

(ｱ) 指定管理者は桶川市財産規則に定められた備品台帳等を備えてその保管に係る

備品を整理し、購入及び廃棄等の異動について随時、市に報告しなければならな

い。 

(ｲ) 指定管理者は、市に帰属する物品等で処分等の異動があったときは、その都度

市に報告し、承認を得なければならない。 

④ 物品等現在高の報告 

指定管理者は、市に帰属する物品等について、各年度末の台帳現在高と照合の上、

指定された日までに市に報告しなければならない。 

※ 管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、協定で定める。 

※ 管理の基準を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消すことがある。 

(5) 指定管理者と桶川市との役割分担 



 - 3 - 

      指定管理者と桶川市との役割分担は、原則として次のとおりとする。 

項        目 

 

指定管理者 

 

桶川市 

 施設（設備、備品を含む。）の保守点検 

 

○ 

 

 

施設（設備、備品を含む。）の維持管理（植栽管理、清掃

を含む。） 

清掃等を含む。） 

 

○ 

 

 

安全衛生管理 

 

○ 

 

 

第三者への賠償 ○  

業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報の

漏えい等による利用者等に対する対応 

○  

包括的な管理責任 

 

 ○ 

 ※ その他の指定管理者の役割 

・指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、センターを常に良好な状態に管理

する義務を負う。 

・指定管理者は、センター利用者の被災に対し、現場で対応する責任を有し、センタ

ー又はセンター利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やか

に桶川市に報告しなければならない。 

(6) 委託等の禁止 

指定管理業務の実施に当たり、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は

請け負わせることは認められない。ただし、あらかじめ桶川市の承認を受けた場合に

は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

(7) 他の施設との一体的な管理 

センターは、児童館、公民館との複合施設となっており、公民館の施設は直営とな

っているが、管理上、共有部分は一体的に管理する。 

※ 複合施設の管理区分については資料５－１、資料５－２を参照 

(8) 賠償責任と保険の加入 

指定管理業務の実施に当たり、市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に

与えた損害については、施設設置者である市が賠償責任を負うが、指定管理者が行う

管理に起因する事故により第三者に与えた損害については、指定管理者が損害責任を

負う。このいずれの理由にも因らない事故により第三者に与えた損害に対する賠償責

任については、市及び指定管理者で協議することとする。 

また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても、市は指定管理者

に対して損害を請求することができる。 

以上のことから、指定管理者は想定される損害賠償請求に対応できるよう任意の賠

償責任保険に加入すること。 

(9) その他 

① 指定管理業務を通じて作成し、又は取得した文書等の適正な管理・保存に努めるこ

と。 

② 指定管理業務の実施に当たり、障害者団体及び市内中小企業への受注機会の増大と、

障害者団体及び市内中小企業に配慮した物品等の調達に努めること。 
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③ 指定管理業務の実施に当たり、省エネルギーの徹底と環境負荷の低減に配慮した物

品等の調達に努めること。 

 

４ 業務の具体的な内容 

(1) センターの利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務 

(ｱ) 利用者の申請受付、登録、利用券の発行などの受付業務 

(ｲ) 利用案内等に関する業務 

(ｳ) 利用の際の受付簿の管理 

 (ｴ) 文書等の管理・保存に関する業務 

 (2) センター事業の実施に関する業務 

① 高齢者援護事業 

(ｱ) 入浴サービス事業 

(ｲ) 相談事業 

(ｳ) 敬老に関する事業 

(ｴ) 世代間交流の推進事業 

(ｵ) その他イベント等の開催 

② 趣味のつどい事業 

(ｱ) 各種講座の実施 

(ｲ) その他教養の向上や健康増進に寄与する事業 

③ 老人クラブ育成事業 

(ｱ) 老人クラブの運営・育成に関すること 

(3) 施設及び設備の維持管理に係る業務 

    (ｱ) 安全管理業務 

(ｲ) 管理運営統括業務 

(ｳ) 清掃及び廃棄物処理業務 

(ｴ) 警備業務 

(ｵ) 施設及び設備の運転管理・保守点検業務 

(ｶ) 施設設備等の修繕 

(ｷ) 敷地内の外構緑地管理、害虫駆除等 

(ｸ) 衛生環境管理 

(ｹ) 水質管理業務 

※ 施設管理業務に関する外部委託については資料６を、施設の改築及び修繕等の実施

区分については資料７を参照 

  (4) センターの利用料金の納入、減免及び還付に関する業務 

(ｱ) 減免対象者の確認、利用登録の管理 

(ｲ) 有料対象者からの利用料金の徴収、納入管理 

 (5) その他必要と認められる業務等 

  (ｱ) 巡回バスの運行管理 
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(ｲ) 文書等の管理・保存に関する業務 

(ｳ) 市との連絡調整及び市の事業への協力 

(ｴ) 年間計画及び報告 

(ｵ) 月次事業報告 

(ｶ) その他必要な報告 

※ 業務に関する詳細は、協議の上、協定で定めることとする。 

 ※ ４(2)①②③の事業実施状況は、資料８を参照 

 

５ 管理に関する人員体制について 

   館長（統括責任者）を配置し、常勤の事務職員を１名以上配置すること。従事者雇用は

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他労働関係法令を遵守することとし、給与・

福利厚生等、良好な待遇の確保に努めるものとする。   

  また、常勤職員のうち１名を、防火管理者として配置すること。 

 

６ 災害時の対応について 

  桶川市域防災計画において「指定福祉避難所」「広域一時滞在提供施設」の指定を受け

ていることから、市より指示があった場合においては速やかな避難所開設、及び職員の配

置を行うものとする。 

 

７ 管理に要する経費 

過去４年間の利用料金収入及び減免の実績については資料９を、現行料金と条例で定め

る額（上限額）については資料１０を参照。 

また、過去４年間の管理に要する支出額及びその内容（内訳）については資料１１を参

照。 

 

８ 指定管理者の責務 

(1) 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

① 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合

には、速やかに市に報告しなければならない。 

② 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定管理者による適正な施設管理が困難

となった場合又はその恐れがあると認められる場合には、市は、指定管理者に対し

て改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。

この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかったときに

は、市は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

③ 指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪化する

など指定管理業務の継続が困難と認められる場合には、市は、指定管理者の指定を

取り消すことができる。 

④ ②又は③により指定管理者の指定を取り消され、市に指定管理者の債務不履行によ
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る損害が生じた場合には、指定を取り消された指定管理者は、市に生じた損害につ

いて賠償の責めを負うものとする。 

一方、市が指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止

を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わ

ないものとする。 

⑤ 市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続

が困難となった場合には、桶川市と指定管理者は、指定管理業務継続の可否につい

て協議することとする。 

 

９ 申請書類における留意事項 

以下の項目について、センターの設置目的を効果的に達成し、効率的に運営できること

が確認できる内容として提案すること。 

(1) 指定管理業務を行うに当たっての基本方針 

センターを管理運営していくに当たっての心構え、基本方針、コンセプト（よりよ

いサービスの提供、より効果的、効率的な運営の方針など）について 

(2) センター事業等の実施計画 

センターの設置目的に沿った自主（企画）事業の実施計画を、参加者の見込も含め

提案すること。 

(3) 施設・設備の維持管理計画 

センターを快適かつ安全に利用してもらうための清掃や設備の保守点検、警備など維

持管理計画について提案すること。 

(4) 管理運営体制 

人員配置、雇用者数、業務の継続的・安定的な運営を図るための従事者の確保及び

従事者の研修計画の考え方等、管理運営に当たっての基本的な考え方について提案す

ること。 

(5) センターの管理運営に係る令和６年度収支予算案 

指定管理に係る指定管理料の基礎となる管理運営の必要経費、及び収入額について

算出し提案すること。 

(6) 指定期間５年間の計画 

利用人員計画と収支計画を提出すること。収入については、利用料金収入の予測及

び指定管理料見積予測額を計上し、支出については、管理費（人件費を含む）及び事

業費として所要額を計上すること。 

 

 (7) 利用料金に関する考え方 

センターの利用料金の額については、指定管理者が設置及び管理条例の範囲内にお

いて市長の承認を得て決定するものとする。適切な料金の設定について、基本的な考

え方を提案すること。 

(8) 個人に関する情報の取扱いについての基本方針 
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センターを管理運営していく過程において、利用される市民等の個人に関する情報

の保護、適正な管理が要求される。その取扱についての情報管理体制や基本的な方針

について提案すること。 

(9) 利用者のトラブルの未然防止と対処方法 

センターを利用される市民等からの苦情や不満、トラブルに対しての具体的な解決

方法や体制について提案すること。 

(10) 危機管理に対する方針 

多くの市民等が利用する場所であるため、防災や防犯、その他緊急時の対応などに

ついて、十分対応できる体制が必要である。その基本的方針について提案すること。 

(11) 情報公開 

情報公開条例第２５条第２項の規定に基づき実施する情報公開のための情報公開規

程等を提案すること。 

(12) その他の提案 

上記以外で、センターの設置目的を効率的、効果的に達成する方法等を積極的に提

案すること。 

 


